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製品ご使用条件 （評価試用ライセンス）

本条件は、本ソフトウェア（評価試用ライセンス）の使用条件について定めたものです。本ソフトウェアの使用に際し
ては、本条件（以下「本条件」といいます）の定めが適用されます。

第１条（目 的）
本条件は、サイバネットが本ソフトウェアの評価
試用ライセンスをお客様に提供するに際して、開
発元会社の許諾に基づき評価試用ライセンスの使
用条件を定めるものです。お客様が正規ライセン
スを購入した場合は、正規ライセンスの使用条件
が適用されます。

第２条（定 義）
本条件で使用する用語の定義は、本条件に別段の
定めがない限り、次の各号の定めに従います。
（1）本ソフトウェア

本ご使用条件に基づきお客様が使用可能なソ
フトウェアをいい、次世代高位合成･ESL ソリ
ューションソフトウェア「Bluespec（ブルース
ペック）」を指します。具体的な仕様等につい
ては［別紙１］に記載します。

（2）評価試用ライセンス
本ソフトウェアの購入を検討しているお客様
が事前に本ソフトウェアを試用できるように
用意された本ソフトウェアの特別な使用権の
形態をいい、正規ライセンスとの機能的な差異
（制限）がないのが特徴です。

（3）正規ライセンス
本ソフトウェアの使用についてお客様が正規
に使用許諾を受けた本ソフトウェアの使用権
の形態をいいます。

（4）開発元会社
本ソフトウェアの開発会社であって、その著作
権を有する米国 Bluespec, Inc.社を指します。

（5）使用者
本条件に基づき本ソフトウェアを現実に使用
する者であって、お客様（お客様の親会社およ
びお客様がその総株主の議決権の過半数を有
する子会社を含みます）で就業している役員･
従業員（派遣社員、パート･アルバイト従業員、
業務委託社員を含みます）をいいます。

（6）ライセンス数
お客様が本条件に基づき使用可能な本ソフト
ウェアの本数であって、本ソフトウェアをネッ
トワーク上で同時に使用できる使用者の数を
いい、［別紙２］に記載されます。

（7）ライセンスサーバー
本条件で定められたライセンス数以上の本ソ
フトウェアが同時に使用されないよう監視す

るためのサーバーをいい、その設置場所は［別
紙３］に記載されます。

（8）ライセンスファイル
対象プログラムを使用するためにライセンス
サーバー上で必要となるソフトウェアキーを
いい、ライセンスサーバーの MAC アドレス
（HostID）に対応したものがお客様に提供さ
れます。

（9）ライセンス管理者
本ソフトウェアの使用状況が本条件の定めに
違反していないか否か管理する者をいい、［別
紙４］に定めるお客様が指定する者をいいます。

（10） 有効期間
お客様が本条件に基づき本ソフトウェアを試
用できる期間をいい、第１６条（有効期間）の
定めに従います。

第３条（本ソフトウェアの提供）
本ソフトウェアは、サイバネットが案内するウェ
ブサイトからダウンロードする方法によって、お
客様に提供されます。

第４条（本ソフトウェアの使用）
お客様は、本条件に合意することにより、本ソフ
トウェアを非独占的に使用することができます。

２． お客様は、以下のとおり本ソフトウェアを使用す
ることができます。
（1）本ソフトウェアのインストール

お客様は、ライセンスサーバーに接続された
複数台のコンピュータに本ソフトウェアをイ
ンストールすることができます。ライセンス
サーバーおよび当該複数台のコンピュータの
設置･保守およびネットワーク等のインフラ
準備は、お客様自身が行うものとします。

（2）本ソフトウェアの機能の利用
お客様は、使用者がネットワークを介してライ
センスサーバーにアクセスする方法により、本
ソフトウェアの機能をライセンス数の範囲内
で複数の使用者において同時に利用すること
ができます。

第５条（アップデート版の提供）
お客様は、本条件を遵守することにより、有効期
間中に開発元会社からリリースされた本ソフトウ
ェアのアップデート版（修正と改善が加えられた
本ソフトウェアの新バージョンをいいます）の提
供を追加の料金支払いなしに受けることができま
す。なお、前バージョンとの同一性が失われるほ
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ど多数の修正と改善を含む場合や旧バージョンに
存在しない新たな機能追加が行われる場合は、開
発元会社の判断により、アップデート版ではなく、
本ソフトウェアとは別の新たなソフトウェアとし
てリリースされることがあります。

第６条（目的上の制限）
お客様は、自己のコンピュータ･システム環境にお
ける本ソフトウェアの動作状況の確認、その性能
評価等、本ソフトウェアの評価試用目的にのみ本
ソフトウェアを使用することができます。お客様
が、本ソフトウェアを使用して得られた出力デー
タ（Bluespec SystemVerilog および Verilog 等）
をお客様の事業目的に使用するには正規ライセン
スを購入しなくてはなりません。正規ライセンス
を購入せずに、本ソフトウェアを事業目的に使用
した場合、本条件の重大な違反となります。

第７条（日本国外での使用）
お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出す
ことおよび使用することはできません。また、日
本国外からネットワークを通じて日本国内のお客
様の事業所にインストールされた本ソフトウェア
にアクセスすることもできません。

第８条（ライセンスサーバーの変更等）
お客様は、ライセンスサーバーまたはその設置場
所を変更する場合、その旨事前にサイバネットに
通知のうえ、所定の変更手続を行うものとします。

第９条（使用者に対する説明義務等）
お客様は、本ソフトウェアの使用に際して、ライ
センス管理者を通じて以下の定めを遵守するもの
とします。
（1）本条件の遵守

本条件に定める本ソフトウェアの使用条件を
使用者に適切に説明のうえ遵守させること。

（2）使用状況の管理
本条件違反防止のため、使用者による本ソフト
ウェアの使用状況を適切に管理し、違反が見つ
かった場合は速やかに報告･改善を行うこと。

第１０条（禁止事項）
本条件に定めるほか、お客様は、本ソフトウェア
の使用に際して、以下の行為をしまたは試みては
なりません。
（1）逆アセンブル、逆コンパイル、リバース・エン

ジニアリングその他の方法による本ソフトウ
ェアの全部または一部の解析、修正・改変。

（2）本ソフトウェア、ユーザーマニュアル、ライセ
ンスファイルの全部または一部の第三者に対
する譲渡、貸与、公開、公衆送信。

（3）本ソフトウェア、ユーザーマニュアル、ライセ
ンスファイルに関する著作権、商標、ロゴ等の
表示を削除･改変し、または不明瞭にすること。

第１１条（保 証）
サイバネットは、本ソフトウェアがお客様固有の
使用目的に適合することを保証するものではあ
りません。また、本ソフトウェアの使用により得
られた解析・シミュレーション・出力・生成・設
計結果等の成果物は、理論上・計算上のものにす
ぎず、必ずしも実現象と合致するものではありま
せん。

第１２条（第三者の知的財産権）
万が一本ソフトウェアが日本国における第三者の
特許権、著作権その他の知的財産権を侵害する場
合、サイバネットは、開発元会社の選択した当該
侵害の回避策をお客様に提供します。

第１３条（瑕疵担保責任）
本ソフトウェアは、現状のままお客様に提供され、
バグ･不具合が存在する可能性があることをお客
様は了承するものとします。有効期間開始日から
９０日以内にお客様が発見した本ソフトウェアの
バグ･不具合については、サイバネットは開発元会
社の選択に基づき、当該バグ･不具合の修正版また
は合理的期間内における当該バグ･不具合の修正
計画をお客様に提供するものとし、これをもって
サイバネットが本ソフトウェアの提供に関して負
担する瑕疵担保責任のすべてとします。

第１４条（損害賠償責任）
本条件に起因する損害賠償責任は、本条件違反か
ら間接的に生じた損害および特別の事情によって
生じた損害（本ソフトウェアを使用できない不利
益、コンピュータ機器等の修理費、事業の中断、
人件費、本ソフトウェア使用により得ることがで
きた利益の喪失等）については生じず、第１８条
に定める料金で現に支払われた金額を上限としま
す。但し、当該本条件違反が故意･重過失をもって
なされた場合はこの限りではありません。

第１５条（監 査）
本ソフトウェアが本条件に違反する状態で使用さ
れている重大な疑義が生じた場合、サイバネット
は事前にお客様に通知することにより、お客様の
本ソフトウェア使用状況について監査することが
できます。

第１６条（有効期間）
有効期間は、［別紙５］のとおりとします。

第１７条（評価試用の報告）
お客様は、本ソフトウェアの評価試用を終えた場
合、サイバネットの求めに応じて、評価レポート
をサイバネットに提出するものとします。但し、
お客様が正規ライセンスを購入した場合はこの限
りでありません。

第１８条（料金支払い）



CSC_EDA_SLA_Bluespec(Trial)_110216

お客様は、本ソフトウェア使用の対価として、［別
紙６］のとおり料金をサイバネットに支払うもの
とします。

第１９条（プロジェクト使用の特則）
お客様は、サイバネットに別途料金を支払うこと
により、［別紙７］に定めるお客様の特定プロジェ
クトに限って、本ソフトウェアを正規ライセンス
として使用することができます。

第２０条（解 除）
お客様は、いつでも 1 ヶ月以上の予告期間をもっ
て書面でサイバネットに通知することにより、本
条件を解除することができます。

２． お客様およびサイバネットは、相手方が次の各号
の一に該当する場合、直ちに本条件を解除するこ
とができます。
（1）正当な理由なく本条件に違反し、催告されたに

もかかわらず当該違反を是正しなかったとき
（2）破産、民事再生もしくは会社更生の手続きをな

し、または第三者からこれらの申立てを受けた
とき

（3）仮差押え、強制執行または滞納処分を受けたと
き

（4）債務超過に至ったとき、または支払不能に陥っ
たときもしくは不渡手形処分を受けたとき、そ
の他信用不安事由が生じたとき

（5）営業の停止または取消処分を受けたとき
（6）前各号に準ずる重大な事由が発生したとき

第２１条（終了の効果）
有効期間が満了しまたは本条件が解除された場合、
お客様は本ソフトウェアを使用することができな
くなります。この場合、お客様は、インストール
したすべての本ソフトウェアをアンインストール
しなければなりません。

２． 本条件が解除された場合の料金支払いについては、
以下の定めに従います。
（1）前条第１項に基づき解除された場合、お客様は

残存する有効期間分の料金支払いを免れませ
ん（既に支払済みである場合、その返還は受け
られません）。但し、当該解除がサイバネット
の帰責事由を理由とする場合はこの限りでは
ありません。

（2）前条第２項に基づき解除された場合、お客様は、
自己の帰責事由が解除原因であったときは残
存する有効期間分の料金支払いを免れず、サイ
バネットの帰責事由が解除原因であったとき
は残存する有効期間分に相当する料金返還を
受けることができます（残存期間分の料金が未
払いであるときはその支払いを免れます）。

第２２条（権利義務の譲渡禁止）
お客様およびサイバネットは、本条件に定める権
利･義務の全部または一部を第三者に譲渡しまた

は担保提供することはできません。但し、相手方
の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りで
はありません。

２． お客様は、合併、会社分割、事業譲渡その他の企
業再編等により自己の法人格または法的性質に変
更が生じる場合、サイバネット所定の手続きに従
って、本ソフトウェアの使用権を変更後の法人に
移転することができます。

３． 前項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場
合、有効期間の満了前であっても、本ソフトウェ
アの使用権は移転しないものとします。この場合、
第２１条第２項第１号が適用されるほか、お客様
は第２１条第１項に従って本ソフトウェアのすべ
てをアンインストールしなければなりません。
（1）企業再編等により、お客様とサイバネットとが

事業上の競合関係になった場合
（2）本条件に違反する状態で本ソフトウェアが使

用されていた場合
（3）前各号のほか、使用権の移転が適切でないとサ

イバネットが判断した場合

第２３条（不可抗力）
天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定･改廃、
公権力による命令･処分、争議行為、輸送機関･通
信回線の事故等の不可抗力による本サービスの全
部または一部の履行遅滞または履行不能について、
サイバネットは責任を負いません。

第２４条（準拠法）
本条件の準拠法は日本法とします。

第２５条（合意管轄）
本条件に定めのない事項または各条項の解釈に疑
義が生じた場合は、協議のうえ解決を図るものと
します。協議をもってしても解決不能な場合は訴
訟によるものとし、この場合は東京地方裁判所を
もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本条件合意の証として 2 通を作成し、お客様とサイバ
ネットとで各１通を保管します。

締結日： 2014 年 月 日

お客様：（企業名／大学名）
（住 所）

（所 属 部 門／学部）

（役職・氏名） (印)

サイバネット：
東京都千代田区神田練塀町３番地
サイバネットシステム株式会社
EDA 事業部
事業部長 並木 武文 (印)
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（別紙） 管理番号：

１．本ソフトウェア（第２条第１号）

本ソフトウェア名

Bluespec Compiler
Bluespec Simulator
Bluespec Development Workstataion（BDW）

AzureIP Foundation Library

開 発 元 会 社 名 米国 Bluespec, Inc.

ライセンス番号

２．ライセンス数（第２条第６号）

ラ イ セ ン ス 数 1 ライセンス

３．ライセンスサーバーの設置場所（第２条第７号）

住 所

〒

４．ライセンス管理者（第２条第９号）

所属部門／学部名

役 職 ・ 氏 名

５．有効期間（第１６条）

有 効 期 間 2014 年 8 月 31 日まで

６．料金支払い（第１８条）

支 払 金 額 0 円

７．お客様の特定プロジェクト（第１９条）

第２回 ARC/CPSY/RECONF 高性能コンピュータシステム設計コンテスト

８．備 考

以上


